
【平成30年度入湯税の使途状況】

【歳入】
・入湯税収入済額 千円
【歳出】
・入湯税充当事業費 千円

【入湯税充当事業】

4,576

小　　計 35,409 8,442 0 20,000 2,391 4,576

観光資源発掘事業 35,409 8,442 0 20,000 2,391

5,970

合　　計 54,706 8,442 0 20,000 9,012 17,252

観光振興
(観光施設
の整備除く)

小　　計 9,088 0 0 0 3,118

6,706

観光施設
の整備

南濃温泉（水晶の湯）設備改修事業 9,088 0 0 0 3,118 5,970

小　　計 10,209 0 0 0 3,503

消防水利整備事業 10,209 0 0 0 3,503 6,706
消防施設
等の整備

　入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並
びに観光の振興に要する費用に充てるため、課税するものとされている。

　海津市市税条例の規定により、入湯客１人１日について40円を課税しており、平成30年度決算における収入済額は、9,012千円となってい
る。

9,012

54,706

（単位：千円）

事　　業　　名 事　業　費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国(県)支出金 地方債 その他 入湯税 その他


